
【資料１】

１　運賃協議委員会の開催を要しない軽微な事案を定める理由

２　定めようとする軽微な事案の項目と対象路線等

３　市民・利用者・利害関係者からの意見等

(1) 意見募集期間

令和７年７月２３日（水）～同年８月６日（水）

(2) 募集方法

Ｗｅｂ入力フォームのほか，郵送，ＦＡＸ，電子メールによる方法

(3) アンケート結果

　この度，国土交通省から，事務負担の軽減のため，「運賃協議委員会」で協議の上，事前に定
めた「軽微な事案」の事項に該当する場合は，「運賃協議委員会」を開催する必要がないことが
示されました。
　これまでであれば，協議運賃に関する事項は変更の都度，「運賃協議委員会」に諮る必要があ
りましたが，「軽微な事案」の事項として定めた事項については，変更の都度，同委員会を開催
する必要がなくなるため，下記のとおり「軽微な事案」の事項を定めるものです。​

　運賃改定等に関する意見の募集については，呉市ホームページのほか，ＳＮＳ，呉市議会への
行政報告，バス車内への掲示を行いました。

呉市生活バス（川尻地区生活バス・広長浜線）における運賃協議委員会の開催を要
しない軽微な事案について

③川尻地区

定めて
よい

定めるべ
きでない

定めて
よい

定めるべ
きでない

項目１ 0 0 0% 0%

項目２ 0 0 0% 0%

項目３ 0 0 0% 0%

項目４ 0 0 0% 0%

項目５ 0 1 0% 100%

項目６ 1 1 50% 50%

項目７ 1 0 100% 0%

回答数 割合

1



アンケート結果

⑰広長浜線

定めて
よい

定めるべ
きでない

定めて
よい

定めるべ
きでない

項目１ 7 1 88% 13%

項目２ 5 3 63% 38%

項目３ 6 2 75% 25%

項目４ 5 3 63% 38%

項目５ 4 5 44% 56%

項目６ 3 5 38% 63%

項目７ 5 3 63% 38%

回答数 割合

2


